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公 告

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

新進建設株式会社

代表取締役　小川　裕司

高知市九反田 5 番 8 号

高知県知事許可（特）第9110号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

  4 　処分の原因となった事実

新進建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所及び高知河川国道事務所並びに高知県が発注した土木工事

において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、

このことにより、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定

に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による

課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の

規定により当該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社晃立

代表取締役　嶋﨑　勝昭

高知市桜馬場 8 番20号

高知県知事許可（特）第9000号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社晃立は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所

及び高知河川国道事務所並びに高知県が発注した土木工事にお

いて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このこ

とにより、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づ

く排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金

納付命令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定に

より当該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

福留開発株式会社

代表取締役　大場　智公

高知市南宝永町19番11号

高知県知事許可（特）第9113号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る
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建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

福留開発株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所及び高知河川国道事務所並びに高知県が発注した土木工事

において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、

このことにより、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定

に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による

課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の

規定により当該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

四国開発株式会社

代表取締役　中村　考男

高知市日の出町 2 番12号

高知県知事許可（特）第9080号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

四国開発株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務所並び

に高知県が発注した土木工事において、私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の規

定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委員会か

ら同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法第 7 

条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法第49条

第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及び課

徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

ジョウトク建設株式会社

代表取締役　常徳　和男

高知市南はりまや町二丁目228番地

高知県知事許可（般・特）第1858号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

ジョウトク建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐

国道事務所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務

所並びに高知県が発注した土木工事において、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 

条の規定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委

員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同

法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法

第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令

及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

入交建設株式会社

代表取締役　三谷　斉

高知市南久保 4 番47号

高知県知事許可（特）第9132号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
 3
 号

平
成

2
5
年
 1
 月

1
1
日
（
金
曜
日
）
　

33

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

入交建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所及び高知河川国道事務所並びに高知県が発注した土木工事

において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、

このことにより、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定

に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による

課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の

規定により当該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

須工ときわ株式会社

代表取締役　國藤　浩史

高知市潮新町二丁目12番32号

高知県知事許可（特）第1070号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

須工ときわ株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道

事務所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務所並

びに高知県が発注した土木工事において、私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の

規定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委員会

から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法第

 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法第49

条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及び

課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

杉本・宮田建設株式会社

代表取締役　三谷　修一

高知市南ノ丸町15番地 2 

高知県知事許可（特）第175号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

杉本・宮田建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐

国道事務所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務

所並びに高知県が発注した土木工事において、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 

条の規定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委

員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同

法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法

第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令

及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日
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高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

協業組合竹内・新輝

代表理事　森田　純生

高知市九反田13番11号

高知県知事許可（般・特）第9368号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

協業組合竹内・新輝は、国土交通省四国地方整備局土佐国道

事務所及び高知河川国道事務所並びに高知県が発注した土木工

事において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、

このことにより、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定

に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による

課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の

規定により当該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

久保建設株式会社

代表取締役　川﨑　眞一郎

高知市春野町東諸木2669番地

高知県知事許可（特）第1428号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

久保建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務所が発

注した土木工事において、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する

行為を行い、このことにより、公正取引委員会から同法第 7 条

第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項

の規定による課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 項及び第

50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及び課徴金納付命令

が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社大山建設

代表取締役　大山　光一

高知市仁井田2236番地 8 

高知県知事許可（特）第7720号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社大山建設は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務所が発

注した土木工事において、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する

行為を行い、このことにより、公正取引委員会から同法第 7 条

第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項
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の規定による課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 項及び第

50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及び課徴金納付命令

が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社南国・西村

代表取締役　森田　健太郎

南国市久礼田2233の 3 番地

高知県知事許可（特）第5595号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社南国・西村は、国土交通省四国地方整備局土佐国道

事務所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務所が

発注した土木工事において、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反す

る行為を行い、このことにより、公正取引委員会から同法第 7 

条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 

項の規定による課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 項及び

第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及び課徴金納付命

令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社龍生

代表取締役　近澤　克昌

土佐市宇佐町宇佐2827番地 8 

高知県知事許可（特）第2453号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社龍生は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事務

所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務所が発注

した土木工事において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する行

為を行い、このことにより、公正取引委員会から同法第 7 条第

 2 項の規定に基づく排除措置命令を受け、同法第49条第 7 項の

規定により当該排除措置命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

青木建設株式会社

代表取締役　青木　誠光

須崎市下分甲667番地18

高知県知事許可（般・特）第855号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を
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受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

青木建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所、高知河川国道事務所及び高知港湾・空港整備事務所並び

に高知県が発注した土木工事において、私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の規

定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委員会か

ら同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法第 7 

条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法第49条

第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及び課

徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社生田組

代表取締役　生田　嗣夫

高岡郡四万十町古市町 7 番34号

高知県知事許可（特）第8855号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月25日までの45日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社生田組は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事務

所及び高知河川国道事務所並びに高知県が発注した土木工事に

おいて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、この

ことにより、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基

づく排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴

金納付命令を受け、当該排除措置命令については、同法第49条

第 7 項の規定により確定し、当該課徴金納付命令については、

国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所が発注した土木

工事に係るものを除き、同法第50条第 5 項の規定により確定し

た。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

関西土木株式会社

代表取締役　西川　一延

高知市仁井田4563番地 1 

高知県知事許可（特）第9146号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

関西土木株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所及び高知河川国道事務所が発注した土木工事において、私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このことによ

り、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除

措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命

令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当

該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社上岡工務店

代表取締役　上岡　武司

高知市縄手町40番地 4 

高知県知事許可（般・特）第1317号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の
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全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社上岡工務店は、国土交通省四国地方整備局土佐国道

事務所及び高知河川国道事務所が発注した土木工事において、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このことによ

り、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除

措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命

令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当

該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

東山建設株式会社

代表取締役　東山　瑞穂

高知市高須新町三丁目 5 番 1 号

高知県知事許可（般・特）第1427号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

東山建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所及び高知河川国道事務所が発注した土木工事において、私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このことによ

り、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除

措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命

令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当

該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

長香開発株式会社

代表取締役　北村　直人

高知市本町三丁目 3 番23号

高知県知事許可（特）第1278号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

長香開発株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所及び高知河川国道事務所が発注した土木工事において、私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このことによ

り、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除

措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命

令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当

該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

西本興業株式会社
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代表取締役　西本　啓純

室戸市佐喜浜町3652番地 5 

高知県知事許可（特）第904号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

西本興業株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所が発注した土木工事において、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に

違反する行為を行い、このことにより、公正取引委員会から同

法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の

 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 

項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及び課徴金

納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

クロシオ建設株式会社

代表取締役　常徳　祐一

南国市大埇甲1410番地 1 

高知県知事許可（特）第4495号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

クロシオ建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局土佐国

道事務所及び高知河川国道事務所が発注した土木工事におい

て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22

年法律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このこと

により、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく

排除措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納

付命令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定によ

り当該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社大洋水工

代表取締役　寺田　寛

須崎市緑町 7 番12号

高知県知事許可（特）第6514号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社大洋水工は、国土交通省四国地方整備局高知港湾・

空港整備事務所が発注した土木工事において、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 

条の規定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委

員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同

法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法

第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令

及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ
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く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

山手建設株式会社

代表取締役　明神　孝一

須崎市大間西町 6 番14号

高知県知事許可（般）第1191号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

山手建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局高知港湾・

空港整備事務所が発注した土木工事において、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 

条の規定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委

員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同

法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法

第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令

及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

協業組合テスク

代表理事　臼井　誠

宿毛市高砂5387番地122

高知県知事許可（特）第9222号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

協業組合テスクは、国土交通省四国地方整備局高知港湾・空

港整備事務所及び高知県が発注した土木工事において、私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54

号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このことにより、公

正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命

令を受け、同法第49条第 7 項の規定により当該排除措置命令が

確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社児玉組

代表取締役　児玉　徳尚

宿毛市大深浦130番地 8 

高知県知事許可（特）第548号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社児玉組は、国土交通省四国地方整備局高知港湾・空

港整備事務所が発注した土木工事において、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条

の規定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委員

会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法
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第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法第

49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及

び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

豚座建設株式会社

代表取締役　佐田　憲昭

四万十市古津賀二丁目 6 番地

高知県知事許可（般・特）第752号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

豚座建設株式会社は、高知県が発注した土木工事において、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このことによ

り、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除

措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命

令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当

該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社西森建設

代表取締役　西森　鶴

吾川郡仁淀川町長者乙2190番地

高知県知事許可（般・特）第46号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社西森建設は、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所が発注した土木工事において、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条の規定に

違反する行為を行い、このことにより、公正取引委員会から同

法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法第 7 条の

 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法第49条第 7 

項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及び課徴金

納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社米村組

代表取締役　三浦　薫也

高岡郡中土佐町久礼6636番地 1 

高知県知事許可（般・特）第1398号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの
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( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社米村組は、国土交通省四国地方整備局高知港湾・空

港整備事務所が発注した土木工事において、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 条

の規定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委員

会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令及び同法

第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を受け、同法第

49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排除措置命令及

び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

株式会社田邊建設

代表取締役　田邊　一也

高岡郡四万十町大正230番地 8 

高知県知事許可（般・特）第174号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

株式会社田邊建設は、高知県が発注した土木工事において、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このことによ

り、公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除

措置命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命

令を受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当

該排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

月灘建設株式会社

代表取締役　新谷　誠

幡多郡大月町鉾土604番地21

高知県知事許可（般・特）第6950号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る

建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

月灘建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局高知港湾・

空港整備事務所が発注した土木工事において、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第 3 

条の規定に違反する行為を行い、このことにより、公正取引委

員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置命令を受

け、同法第49条第 7 項の規定により当該排除措置命令が確定し

た。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5 第 1 項の規定により次のとお

り公告する。

平成25年 1 月11日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　処分をした年月日

平成24年12月28日

 2 　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

山本建設株式会社

代表取締役　山本　修

幡多郡黒潮町佐賀2988番地

高知県知事許可（般・特）第1041号

 3 　処分の内容

建設業法第28条第 3 項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

土木工事業に関する営業（発注者から直接土木一式工事

を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建

設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の

全部又は一部を請け負う営業をいう。）のうち、公共工事

（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別

表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若しく

は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に

規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る
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建設工事をいう。以下同じ。）に係るもの又は民間工事

（公共工事以外の建設工事をいう。）であって補助金等

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び

同条第 4 項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体が

交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を

受けているもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成25年 1 月12日から同年 2 月10日までの30日間

 4 　処分の原因となった事実

山本建設株式会社は、国土交通省四国地方整備局高知港湾・

空港整備事務所及び高知県が発注した土木工事において、私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第

54号）第 3 条の規定に違反する行為を行い、このことにより、

公正取引委員会から同法第 7 条第 2 項の規定に基づく排除措置

命令及び同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金納付命令を

受け、同法第49条第 7 項及び第50条第 5 項の規定により当該排

除措置命令及び課徴金納付命令が確定した。

このことは、建設業法第28条第 1 項第 2 号及び第 3 号の規定

に該当する。
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